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(57)【要約】
【解決手段】本発明は、マイクロ器具を挿通するための
作業通路（１１）を備える内視鏡ヘッド（１）と、作業
通路（１１）を通して挿通可能な器具（Ｍ）が内視鏡ヘ
ッド（１）の軸方向に対して相対的に横方向へ偏向する
ために接触することができる器具案内面（２０）を備え
る、内視鏡ヘッド（１）に可動に配置されたレバー（２
）と、レバー（２）が中に配置される内部空間を構成す
る、内視鏡ヘッド（１）の遠位の端部区域に設けられた
被覆部（３）とを有する内視鏡に関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マイクロ器具を挿通するための作業通路（１１）を備える内視鏡ヘッド（１）と、
　前記作業通路（１１）を通して挿通可能な器具（Ｍ）が前記内視鏡ヘッド（１）の軸方
向に対して相対的に横方向へ偏向するために接触することができる器具案内面（２０）を
備える、前記内視鏡ヘッド（１）に可動に配置されたレバー（２）と、
　前記レバー（２）が中に配置される内部空間を構成する、前記内視鏡ヘッド（１）の遠
位の端部区域に設けられた被覆部（３）とを有している内視鏡。
【請求項２】
　前記被覆部（３）は弾性材料から構成される、請求項１に記載の内視鏡。
【請求項３】
　前記被覆部（３）はゴムまたはシリコンから構成される、請求項１または２に記載の内
視鏡。
【請求項４】
　前記内視鏡ヘッド（１）の遠位の端部区域で前記被覆部（３）が少なくとも前記レバー
（２）の支承部を含む領域に設けられる、請求項１から３のいずれか１項に記載の内視鏡
。
【請求項５】
　前記内視鏡ヘッド（１）の遠位の端部区域で前記被覆部（３）が少なくとも前記作業通
路（１１）の遠位の開口部（１１１）を含む領域に設けられる、請求項１から４のいずれ
か１項に記載の内視鏡。
【請求項６】
　前記被覆部（３）は前記内視鏡ヘッド（１）の遠位の端部区域の外側円周に定着される
、請求項１から５のいずれか１項に記載の内視鏡。
【請求項７】
　前記被覆部（３）は前記内視鏡ヘッド（１）の遠位の端部区域の外側円周に接着される
、請求項６に記載の内視鏡。
【請求項８】
　前記内視鏡ヘッド（１）の遠位の端部区域の外側円周に前記被覆部（３）の内側円周区
域が埋設される溝が設けられる、請求項６に記載の内視鏡。
【請求項９】
　前記被覆部（３）の一区域が前記レバー（２）に密着して当接する、請求項１から８の
いずれか１項に記載の内視鏡。
【請求項１０】
　前記被覆部（３）は照明装置の光照射窓および／またはカメラ窓を取り囲む切欠きを有
している、請求項１から９のいずれか１項に記載の内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マイクロ器具を挿通するための作業通路を備える内視鏡ヘッドと、作業通路
を通して挿通可能な器具が内視鏡ヘッドの軸方向に対して相対的に横方向へ偏向するため
に接触することができる器具案内面を備える、内視鏡ヘッドに可動に配置されたレバーと
を有する内視鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　器具案内面を有するレバーは、アルバランレバーに類似する機能を有する。
　このようなアルバランレバーは、内視鏡において、たとえば食道あるいは十二指腸、胆
管、胆のう、膵管、膵臓などを検査するために利用することができる。
【０００３】
　このような内視鏡は光学系（照明装置とカメラ）を有する。さらに内視鏡は作業通路の
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出口のところに、作業通路に差し込まれる器具の的確な方向転換を旋回によって可能にす
るアルバランレバーを有する。
【０００４】
　内視鏡の使用後、内視鏡は前処理が施される。このような前処理はバクテリア、ウイル
ス、真菌類、虫、あるいはカビなどのあらゆる細菌や微生物の伝播を確実に排除しなけれ
ばならない。前処理の際には、有機物質や化学品の残滓を残留物なしに取り除くために、
まず内視鏡が手作業で洗浄される。洗浄後、機械式の殺菌または滅菌が行われる。このよ
うにして、内視鏡の使用時に内視鏡が接触した細菌や微生物などが、次回の使用時に患者
へ伝播するのを回避することが意図される。
【０００５】
　たとえば特許文献１は、アルバランレバーを有する内視鏡を開示している。厳密に言う
とこの内視鏡は、内視鏡から取外し可能な支持体を有していて、これにアルバランレバー
が、支持体で支持される軸に旋回可能に配置されている。アルバランレバーの旋回は、ア
ルバランレバーに定着されて内視鏡に挿通される牽引ワイヤを介して惹起される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】ドイツ特許第１９６２７０１６Ｃ１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の課題は、内視鏡が接触した細菌が次回の使用時に患者へ伝播することがいっそ
う良好に回避される内視鏡を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この課題は、請求項１の構成要件を有する内視鏡によって解決される。好ましい発展例
は従属請求項の対象である。
【０００９】
　本発明による内視鏡は、マイクロ器具を挿通するための作業通路を備える内視鏡ヘッド
と、作業通路を通して挿通可能な器具が内視鏡ヘッドの軸方向に対して相対的に横方向へ
偏向するために接触することができる器具案内面を備える、内視鏡ヘッドに可動に配置さ
れたレバーと、レバーが中に配置される内部空間を構成する、内視鏡ヘッドの遠位の端部
区域に設けられた被覆部とを有している。
【００１０】
　この被覆部はレバーを保護する。さらに被覆部の利用によって、内視鏡の使用時にレバ
ーそのものが周囲と接触することがないという効果がもたらされる。このようにして、レ
バーが汚染されることがあり得ない。
【００１１】
　被覆部は弾性材料から構成されていてよい。特に、被覆部はゴムまたはシリコンから構
成されていてよい。このような被覆部は低コストであり、容易に製作可能である。その形
状は、内視鏡ヘッドへの配置領域に合わせて容易に適合化することができる。このように
、被覆部を使い捨て部材として利用することができ、使用後に処分することができる。
【００１２】
　被覆部は、内視鏡ヘッドの遠位の端部区域で、レバーの支承部を含む領域に少なくとも
設けられていてよい。このようにして被覆部が、レバーだけでなくレバーの軸受部材も覆
う。
【００１３】
　被覆部は、内視鏡ヘッドの遠位の端部区域で、作業通路の遠位の開口部を含む領域に少
なくとも設けられていてよい。このようにして被覆部が、作業通路の遠位の開口部とレバ
ーとの間に配置される。
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【００１４】
　被覆部は、内視鏡ヘッドの遠位の端部区域の外側円周に定着されていてよい。このよう
にして被覆部が内視鏡ヘッドに当接し、内視鏡ヘッドからレバーに向かって突き出す内視
鏡のあらゆる区域を隠すことができる。
　被覆部は、内視鏡ヘッドの遠位の端部区域の外側円周に接着されていてよい。
【００１５】
　内視鏡ヘッドの遠位の端部区域の外側円周に、被覆部の内側円周区域が中に埋設される
溝が設けられていてよい。
　被覆部の１つの区域がレバーに密着して当接することができる。このようにして、被覆
部の当該区域をレバーに合わせて適合化することができる。
【００１６】
　被覆部は、照明装置の光照射窓および／またはカメラ窓を取り囲む切欠きを有すること
ができる。このようにして、被覆部が照明装置および／またはカメラも覆うことができ、
これらの機能を制約することがない。
　上に説明した本発明の各態様を適切に組み合わせることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】レバーを有する本発明の一実施例の内視鏡の内視鏡ヘッドを示す模式的な斜視図
であり、レバーに装着可能な被覆部が別個に示されている。
【図２】図１の内視鏡ヘッドを示す模式的な斜視図であり、被覆部がレバーにセットされ
ている。
【図３】図２の内視鏡ヘッドを示す模式的な斜視図であり、レバーが持ち上げられている
。
【図４】この実施例の内視鏡ヘッドを示す模式的な側面図であり、マイクロ器具が前に押
し出されている。
【図５】この実施例の内視鏡ヘッドを示す模式的な側面図であり、マイクロ器具を前に押
し出しながらレバーが持ち上げられている。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下において、図面を参照しながら実施例を用いて本発明を詳しく説明する。
【００１９】
　実施例
　以下において、図１～図５を参照しながら本発明の一実施例について説明する。
　本発明による内視鏡は、内視鏡ヘッド１を有している。
　まず、各図面を参照しながら内視鏡ヘッド１について説明する。
【００２０】
　本発明による内視鏡ヘッド１は円筒状のハウジング１５を有するとともに、特に、それ
ぞれ内視鏡ヘッド１の長手方向に沿って互いに平行に延びる、作業通路１１および図示し
ないワイヤ牽引通路を有している。
【００２１】
　ワイヤ牽引通路が牽引ワイヤ５を挿通する。牽引ワイヤ５は、後で説明するレバー２を
操作するための役目を果たす。この目的のために牽引ワイヤ５は内視鏡を通過して、内視
鏡の近位の側で操作することができる。牽引ワイヤ５の遠位の側で、牽引ワイヤ５はレバ
ー２と結合されている。
【００２２】
　作業通路１１は、たとえば食道あるいは十二指腸、胆管、胆のう、膵管、膵臓などを検
査するためのマイクロ器具を挿通する。
　内視鏡ヘッド１は遠位の側に光学系延伸部１２を有していて、これに照明装置１７とカ
メラ１８とが周知の仕方で設けられており、この光学系延伸部１２は図１では右側に示さ
れている。光学系延伸部１２はカメラと照明を有する側面区域を形成する。換言すると、
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光学系延伸部１２はカメラと照明を有するハウジング突出部である。このハウジング突出
部は、マイクロ器具の位置と操作運動をカメラ１８の視界に良好に収めるために、レバー
２と並んで横に配置される。
【００２３】
　作業通路１１は遠位端から間隔をおく内視鏡ヘッド１の区域で終わっており、そこで作
業通路１１の遠位の出口開口部１１１を形成する。
　作業通路１１の遠位の出口１１１の遠位側に、内視鏡ヘッド１に対して相対的に動かす
ことができるレバー２が配置される。このように作業通路１１は、遠位の方向でレバー２
に向かって延びている。
【００２４】
　次に、レバー２についてさらに詳しく説明する。
　図１にはレバー２が斜視図として示されている。
【００２５】
　レバー２は器具案内面２０を有していて、内視鏡ヘッド１の作業通路１１を通して挿通
可能なマイクロ器具が内視鏡ヘッド１の横方向へ（図１では上方に向かって）偏向するた
めにこれに接触することができ、それによりマイクロ器具をたとえば胆管へ挿入すること
ができる。器具案内面２０は作業通路１１の遠位の端部開口部１１１に向かい合う。図１
を参照。このように、レバー２は従来式のアルバランレバーの機能を有する。
【００２６】
　レバー２は近位の側にベース区域２２を有している。ベース区域２２は、レバー２が組
付位置にあるときに近位の方向へ延びる。
　ベース区域２２の近位の領域で、ベース区域２２は内視鏡ヘッド１のハウジング１５に
固定的に定着されている。ベース区域２２は遠位の側に、回転軸２３が中で回転可能に収
容される穴を有している。回転軸２３はレバー２の近位の区域に配置されて、レバー２の
近位の区域を貫通する。別案として回転軸２３は、レバー２の近位の区域と一体的に結合
される。たとえば回転軸２３は、レバー２の近位の区域にある突起として構成されていて
よい。したがってレバー２は、内視鏡ヘッド１に対して相対的に、回転軸２３を介して回
動することができる。
【００２７】
　このようにベース区域２２は、レバー２の支持区域および軸受としての役目を果たす。
　レバー２の近位の区域に牽引ワイヤ５の遠位端が定着されている。したがって、近位の
方向へと牽引ワイヤ５を引っ張ることで、レバー２が回転軸２３を中心として内視鏡ヘッ
ド１に対して相対的に回動する。
【００２８】
　レバー２が内視鏡ヘッド１から離れるように初期応力をかけられるように、図示しない
ばねが初期応力部材として組み付けられていてよい。たとえば初期応力部材は、それぞれ
端部に構成された脚部を有するコイルばねであってよく、このコイルばねが回転軸２３の
外側円周の周りに配置されるとともに、ベース区域２２に当接する脚部と、レバー２に当
接する脚部とを有する。任意の初期応力部材を適用することができる。初期応力部材は、
牽引ワイヤ５が負荷解除されたときにレバー２が図１に示す初期位置へと自動的に復帰す
ることを惹起する。レバー２は、図１の下側の近位の側にストッパを有しており、これに
よって図１に示す位置のときにベース区域２２に当接する。このように図１に示す位置は
、レバー２が牽引ワイヤ５によって近位の方向へ引っ張られることがない、レバー２の事
前定義された位置である。
【００２９】
　内視鏡ヘッド１には、たとえば図１に示す形状を有することができる被覆部３を装着可
能である。
【００３０】
　次に、被覆部３についてさらに詳しく説明する。
　本実施例では被覆部３は、レバー２をベース区域２２を含めて、および内視鏡ヘッド１
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から遠位の方向に突き出す牽引ワイヤ５の区域を含めて覆う形状を有している。
【００３１】
　より厳密に言うと、被覆部３はネック区域３１とヘッド区域３２とを有している。ネッ
ク区域３１はヘッド区域３２の近位の側に配置される。ネック区域３１はリング形状で構
成されるとともに、ベース区域２２の外面に当接する内側円周を有する。このように被覆
部３は、内視鏡ヘッド１の遠位の端部区域の外側円周の一区域に定着される。
【００３２】
　内視鏡ヘッド１に装着された状態のとき、ネック区域３１はベース区域２２を覆うとと
もに、内視鏡ヘッド１に密閉式に当接する。換言すると、ネック区域３１の近位の端面が
、内視鏡ヘッド１の遠位の区域と面接触する。この目的のためにベース区域２２の外側円
周には凹部が設けられていてよく、この凹部にネック区域３１の内側円周にある突起を、
ネック区域３１の近位端が内視鏡ヘッド１へ封止をするように当接するように、係止する
ことができる。別案として、ネック区域３１をベース区域２２および／または内視鏡ヘッ
ド１に接着することもできる。
【００３３】
　ヘッド区域３２は、レバー２をヘッド区域３２の内部に格納することを可能にする形状
を有する。
　被覆部３は弾性材料から構成される。たとえば被覆部は、ゴムまたはシリコンから構成
されていてよい。このように被覆部３は、図２に示すように、ネック区域３１の近位端が
内視鏡ヘッド１の遠位の面に沿ってベース区域２２を包囲するように密着して当接するま
で、レバー２がネック区域３１へ押し込まれるように内視鏡ヘッド１に配置することがで
きる。
【００３４】
　ヘッド区域３２は、レバー２が中に配置される内部空間を構成する。
【００３５】
　発明の機能
　本発明による内視鏡は次のように使用される。
【００３６】
　新しい内視鏡または洗浄されて滅菌された内視鏡が準備される。新しい本発明の被覆部
３が、内視鏡ヘッド１でこの被覆部３が封止をするようにレバー２にセットされる。
　内視鏡を検査または処置の目的のために患者へ挿入することができる。
【００３７】
　たとえば胆管の開口部に向き合う十二指腸などの所望の場所まで内視鏡が挿入されると
、胆管の開口部の領域を照明装置１７とカメラ１８によって照明して撮影することができ
る。
【００３８】
　そしてマイクロ器具Ｍを作業通路１１に押し込むことができる。マイクロ器具は、たと
えばガイドワイヤ、生検ピンセット、ステントシステム、カテーテルシステム、パピロト
ームなどであり得る。本実施例ではマイクロ器具Ｍは生検ピンセットであり、その様子は
図４に示されている。
【００３９】
　マイクロ器具は作業通路１１の遠位の出口開口部１１１を通して押し込まれ、被覆部３
により覆われるレバー２の器具案内面２０に達する。
　そして、マイクロ器具のそれ以上の前進運動をサポートするためにレバー２が動かされ
る。牽引ワイヤ５を引っ張ることで、レバーが近位の方向に向かって内視鏡ヘッド１に対
して相対的に旋回し、その様子は図５に示されている。
【００４０】
　牽引ワイヤを引っ張ったり緩めたりすることで、レバー２が遠位の位置（図４の伸長し
た位置）と近位の位置（図５の折曲した位置）との間で往復運動する。それによってマイ
クロ器具Ｍの押し込みが容易になる。
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【００４１】
　レバー運動により、マイクロ器具Ｍの位置を操作のために（たとえば生検ピンセットで
の的確な試料採取のために）、カメラ１８の画像領域内で変更することができる。
【００４２】
　発明の効果と利点
　本発明は、マイクロ器具を前進運動させるときにマイクロ器具が当接する被覆部が、被
覆部により覆われる器具案内面の往復運動を操作する役目を果たす牽引ワイヤから空間的
に分離される、内視鏡のための簡素で低コストな解決法を提供する。従来のアルバランレ
バーはその幾何学的な構成に基づいて数多くのアンダーカットを提供し、使用時にこれら
に細菌などが付着する可能性があり、集中的な洗浄と滅菌をしてもこれがアルバランレバ
ーに残るかもしれない。
【００４３】
　本発明では、レバー２は器具案内面２０を有している。したがってレバー２はアルバラ
ンレバーの機能を担う。適用時にはレバー２が被覆部３で完全に覆われる。被覆部３の外
面は比較的平滑であり、アンダーカットを有しておらず、適用時に細菌などと接触する。
　被覆部３は使用後に処分することができる。
　光学系延伸部１２の表面は平坦であり、容易に洗浄することができる。
【００４４】
　このように本発明による内視鏡は、次回の使用時における次回の患者への、内視鏡の使
用時に内視鏡が接触した細菌などの伝播が回避される手段を形成する。
　さらにレバー２は、内視鏡から取外し可能に使い捨て部品として設計されて処分できる
ように構成することさえできる。別案として、レバー２を内視鏡とともに洗浄と殺菌に回
すことができる。
【００４５】
　内視鏡ヘッドの中でワイヤ牽引通路は封止される。被覆部３がワイヤ牽引通路の遠位端
を全面的かつ密閉式に取り囲み、牽引ワイヤ５が周囲に対して全面的に封止されるからで
ある。ワイヤ牽引通路および牽引ワイヤ５の封止は水密である。したがって、細菌がワイ
ヤ牽引通路の中に侵入し得ることや、牽引ワイヤ５と接触し得ることが回避される。
【００４６】
　代替案
　本実施例では、レバー２は回転軸２３を介して内視鏡ヘッド１に対して相対的に回動す
る。本発明はこれだけに限定されるものではない。別案としてレバーは、内視鏡ヘッドに
対して相対的に回動可能ではなく、内視鏡ヘッドに対して相対的に往復してスライドする
ように、内視鏡ヘッドに軸方向で支承されるように構成されていてよい。すなわちこのよ
うなレバーは、内視鏡ヘッドに近づくように、および内視鏡ヘッドから離れるように、内
視鏡ヘッドの軸方向へスライドすることができる。このようなレバーも器具案内面２０を
有しており、これに沿ってマイクロ器具が側方へ偏向することができる。
【００４７】
　本実施例ではヘッド区域３２は、レバー２が中に配置される内部空間を構成する。ヘッ
ド区域３２は、レバー２に密着して当接するように成形されていてよい。あるいは別案と
してヘッド区域３２は、レバー２を緩やかに取り囲むように成形されていてもよい。
【００４８】
　本実施例では、近位の側から操作可能な牽引ワイヤ５は、レバー２を動かすために近位
の方向へ引張可能であり、ばねがレバー２を遠位の方向へと復帰させる。このようにして
弾性的な牽引ワイヤ５を適用することができる。別案として内視鏡には剛直な牽引部材、
たとえば牽引線材を、弾性的な牽引ワイヤに代えて適用することができる。この代替案で
は、初期応力装置を省略することができる。そしてレバー２の往復する運動を、内視鏡の
近位の操作者側で、牽引線材の近位端の押し出しと引き戻しによって直接的に生起するこ
とができる。
【００４９】
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　本実施例では被覆部は、レバー２をベース区域２２を含めて、および内視鏡ヘッド１か
ら遠位の方向に突き出す牽引ワイヤ５の区域を含めて覆う形状を有する。本発明はこれだ
けに限定されるものではない。別案として被覆部は、内視鏡ヘッド１のさらに広い領域を
一緒に覆うように成形されていてよい。たとえば光学系延伸部１２を同じく被覆すること
ができる。内視鏡ヘッド１の遠位の端部区域全体を、作業通路１１の遠位の開口部１１１
を除いて、このような被覆部によって封止をするように覆うことができる。このような別
案の被覆部は、照明装置の光照射窓および／またはカメラ窓を封止するように包囲する切
欠きを有することができる。照明装置の光照射窓および／またはカメラ窓のための切欠き
に代えて、被覆部の相応の領域が透明に構成されていてよい。
【００５０】
　さらに別の代替案では、被覆部全体が透明に構成されていてよい。
　別の代替案では、被覆部を内視鏡ヘッド１に沿って封止する別個のシール材が、ネック
区域３１の内側円周の近位の端部領域に設けられていてよい。
　本発明は十二指腸内視鏡で適用可能である。本発明の原理は、超音波内視鏡やそれ以外
のどのような型式の内視鏡にも応用することができる。
【符号の説明】
【００５１】
１　内視鏡ヘッド
２　レバー
３　被覆部
５　牽引ワイヤ
１１　作業通路
１２　光学系延伸部
１５　ハウジング
１７　照明装置
１８　カメラ　
２０　器具案内面
２２　ベース区域
２３　回転軸
３１　ネック区域
３２　ヘッド区域
１１１　作業通路の遠位の開口部
Ｍ　マイクロ器具



(9) JP 2019-531144 A 2019.10.31

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(10) JP 2019-531144 A 2019.10.31

【図５】



(11) JP 2019-531144 A 2019.10.31

10

20

30

40

【国際調査報告】



(12) JP 2019-531144 A 2019.10.31

10

20

30

40



(13) JP 2019-531144 A 2019.10.31

10

20

30

40



(14) JP 2019-531144 A 2019.10.31

10

20

30

40



(15) JP 2019-531144 A 2019.10.31

フロントページの続き

(81)指定国・地域　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DJ,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,G
T,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JO,JP,KE,KG,KH,KN,KP,KR,KW,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX
,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,
TN,TR,TT



专利名称(译) 内窥镜

公开(公告)号 JP2019531144A 公开(公告)日 2019-10-31

申请号 JP2019519302 申请日 2018-01-17

[标]申请(专利权)人(译) 保谷股份有限公司

申请(专利权)人(译) HOYA株式会社

[标]发明人 ヴィーバッハトーマス

发明人 ヴィーバッハ,トーマス

IPC分类号 A61B1/00 A61B1/018 G02B23/24 G02B23/26

CPC分类号 A61B1/00098 A61B1/00101 A61B1/00137 A61B1/00142 A61B1/00177 A61B1/018 A61B1/273

FI分类号 A61B1/00.715 A61B1/018.514 G02B23/24.A G02B23/26.C

F-TERM分类号 2H040/DA12 2H040/DA56 4C161/BB04 4C161/FF35 4C161/FF37 4C161/HH24 4C161/JJ03 4C161
/JJ06 4C161/LL02

优先权 102017100863 2017-01-18 DE

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明涉及一种内窥镜，该内窥镜具有：内窥镜头（1），其具有用于引
导微型工具的工作通道（11）；杠杆（2），其可移动地布置在内窥镜头
（1）上并且具有工具引导表面（20），通过工作通道（11）引导的工具
（M）可以接触到该工具（M），以便在相对于内窥镜头（1）的轴向的
横向方向上偏转，并设有护套（3）在内窥镜头（1）的远端部形成有内
部空间，杠杆（2）布置在该内部空间中。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/5ae28f20-f6f5-4133-9fa7-44b363c01489
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/062201640/publication/JP2019531144A?q=JP2019531144A

